
                           

 

【事業の目的】 

平成２３年に施行された「スポーツ基本法」では、３つの基本的施策が示

されています。その中に、「多様なスポーツの機会の確保のための環境整備」

があげられています。  

新たに健康づくりに役立つ手軽なスポーツとして、秩父郡市内には無いマ

レットゴルフ場の整備を行い、老若男女に親しんでもらうことを目的として

います。  

 

【事業の内容】 

マレットゴルフとは、さまざまな起伏のあるコースをスティックとボールを  

使って、ゴルフと同じように打ち出し地点からホールへ、できるだけ少ない打  

数で入れることを競うスポーツです。  

 

施設概要   １８ホール（イン、アウト共に９ホール）、駐車場２０台、  

休憩所、簡易トイレ、手洗い場  

 

【事業年度】 
令和元年度  ①皆野町マレットゴルフ場設計業務委託  

      ②皆野町マレットゴルフ場用地購入  

 令和２年度  ①皆野町マレットゴルフ場整備工事  

 

【予算額（千円）】 
 ５４，５１６千円（令和元年度～令和２年度）  

 うち  ３０ ,９８２千円（令和２年度）  

 

 

皆野町マレットゴルフ場整備事業 

－Ｎｏ .５３  皆野町－ 

分野区分Ａ  



【財源】 
 一般財源（町）  

 

【事業実施に至った背景・経緯】 

 下日野沢地内には、マレットゴルフ場に適した平坦な土地があり、又、町で

は、温泉施設をはじめ、同地内の観光施設と併せて活用し観光客の誘致に結び

つけたいと考えました。  

 

【事業のＰＲポイント】 
秩父郡内初の自然に囲まれた町営マレットゴルフ場を町民の方をはじめ、県

内外の愛好家や観光客を対象に一人でも多くの方に利用して楽しんでいただき

たいです。  

 

【事業実績・成果・今後の展開】 
 人気の町民体験会や町民大会を開催し、プレーする人と人とがコミュニケー  

ションを育む憩いの場になって欲しいと考えています。  

 

【参考資料】 

 

１人１回   町内者  ３００円・町外者  ６００円  

 

〔  連絡先  〕  

 教育委員会  社会教育担当  ０４９４（６２）４５６３  

  



皆野町マレットゴルフ場  

 


